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護
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義
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ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
動
向
k
財
政
政
策
の
輔
換

v' Jま

し

カ王

き

小
論
の
樹
研
都
は
、
明
治
三
九
年
大
王
一
冗
年
に
治
げ
る
財
政
政
策
で
あ
る
。
財
政
は
特
定
社
舎
の
生
産
関
係
色
維
持
す
る
た
め
の
活

動

1
国
家
活
動
の
物
質
的
基
礎
で
あ
り
、
政
治
と
経
済
と
を
結
ぶ
媒
介
項
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
小
論
は
、
基
本
的
に
は
こ
の
よ

〉
っ
た
認
識
に
立
ち
、
朋
治
末
期
K
お
け
る
財
政
政
策
の
縛
換
、
そ
む
意
義
、
治
よ
び
モ
こ
に
治
け
る
財
政
の
展
開
を
、
生
高
作
闘
係
を
手

が
か
り
と
し
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
c

明
拍
末
期
の
政
尉
世
策

第
七
十
士
容

四

第
=
一
髭

七
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四

第
三
鵠

i¥. 

第
一
章

問

題

の

設

端

膨
大
社
戦
費
を
消
耗
し
た
日
露
戦
争
は
、
日
比
谷
岡
氏
大
曾
・
燐
打
事
件
を
も
っ
て
劇
的
な
幕
を
閉
じ
た
。
戦
費
総
額
一
七
一
六
百

徐
甘
円
回
、
そ
の
う
ち
会
債
支
耕
一
二
八
千
除
高
困
(
外
債
八
億
悶
)
、
増
税
及
び
献
金
ご
二
八
百
高
岡
、
モ
の
他
は
一
時
借
入
金
・
特
別

合
計
資
金
繰
入
・
一
般
歳
計
剰
録
金
繰
入
に
よ
る
。
第
一
去
に
よ
れ
ば
、
三

O
年
に
比
し
三
八
年
に
は
歳
計
の
膨
張
、
特
K
園
民
所
得

申
に
占
め
る
租
税
・
会
債
残
高
の
比
率
が
、
開
明
著
左
増
大
を
示
し
て
い
ふ
。
か
く
し
て
日
露
職
手
の
師
結
は
、
主
税
・
公
債
の
累
積
て

あ
る
。
日
木
資
木
主
義
へ

D
財
政
の
こ
の
よ
う
友
宣
忠
一
に
射
し
、
政
府
は
い
か
に
封
庭
し
た
か
。
以
下
ζ

の
黙
を
概
観
し
よ
う
。

桂
内
閣
に
代
ワ
て
西
園
寺
内
閣
(
=
完
年
一
月
)
は
、
い
わ
M
V

る
鞍
怯
下
経
皆
と
柑
惜
し
て
、
刊
w
陸
梅
軍
備
の
披
張
、
開
銭
道
園
有
、

ω銭

遣
の
建
設
改
良
・
電
話
の
架
設
・
製
織
所
白
蟻
張
等
の
積
極
政
策
を
推
進
し
た
。
す
な
わ
ち

ωに
つ
h

て
は
、
ま
ず
日
露
職
争
中
新
設

四
個
師
闘
を
常
備
軍
に
編
入
し
、
そ
り
維
持
費
干
高
困
を
三
九
年
度
抽
出
算
に
計
上
し
て
承
認
を
得
た
。
続
〈
四

0
年
度
に
は
、
陸
軍
第

一
期
按
張
一
一
年
計
書
と
し
て
二
個
師
圏
増
設
・
海
軍
七
年
計
霊
と
し
て
新
臓
建
造
、
等
の
計
査
を
た
て
議
曾
の
承
認
を
得
た
。
四
O

年
度
珠
算
に
沿
い

τ決
定
し
た
陸
海
軍
総
績
費
は
、
陸
軍
一
七
宍
百
徐
高
困
・
海
軍
三
五
三
百
銭
高
国
、
計
四
二
八
百
飴
寓
固
に
ム
お
よ

ふ
。
次
に

ωは
、
銭
道
圏
有
法
白
議
脅
遁
過
(
=
一
九
年
=
一
月
)
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
、
そ
り
買
土
債
格
総
額
は
四
八
一
一
百
商
圏
弱
に
蓮

し
た
。
そ
白
う
ち
四
七
六
百
飴
高
岡
は
、
五
分
利
公
債
の
交
付
に
よ
る
も
り
て
あ
る
。
紛
は
す
べ
て
公
債
支
排
事
業
と
し
、
そ
の
額
一

二
百
徐
寓
因
。
こ
の
主
う
な
積
極
政
策
は
、
営
然
歳
肝
心
巨
大
た
増
加
と
な
り
(
第
一
表
)
、
歳
入
面
ぞ
は
主
と
し
て
公
債
の
増
強
と
増

税
と
し
て
現
象
す
る
。
公
債
に
つ
い
て
は
、
軍
事
公
債
の
整
理
償
還
白
た
め
「
図
債
整
理
基
金
特
別
脅
計
法
案
」
を
議
舎
に
提
出
し
て

承
認
を
得
た
が
、
右
む
よ
う
な
積
極
政
策
は
モ
の
放
回
引
を
打
消
ナ
ば
か
り
で
た
く
、
む
し
ろ
増
裂
さ
れ
ざ
る
を
件
た
い
。
す
な
わ
ち
前



第一表

IXI 歳入 l制止 l歳出 l司i剖品一 国民
所得

明治 | 
IC(O4正58)84 2〔2I3C，637)9 

叫制|岨拍問 18，884 認!80226，C g3s ) o 
年度 (1 

36 2し(D，ET21 16(062氾)33 2(41913529) 6 zg，160 5日)，963 15，774 2，6519 ) 

" 115) (21 

37 32(7134456) 7 211，55) 89 20772ρ0 56 42)，会02 982，145 48，~凶 (22，61413 ) 

" (6 

38 52(25，3265〕6 28(51335) 4日 4(2108，784) 1 1，122，662 2，104し587 10L753 (22，E1835 ) 
" 
89 5sO，448 7317J5) 30 4(5240，287) 6 329，348 2，216，766 105，504 〔22，72998) 
" (256) (5 

40 85(7訂3098〉4 34(叫1J)89 6(口226，判9〕1 274，143 2，265，898 105，867 (22394208 ) 
" 
41 79(84，5Eh1q) 7 84(54A3) 89 6(2238，S4G) Z 90，208 2，236，508 1C生，355 (82，16639 ) 

" 
42 G7(72，9594) G 日54，21)百円 m(2t3，加8)4 431.611 2，607，551 122，759 (g2，16738 ) 
" (5 

43 67(22J877〉8 84(45，15) 05 569J55) 1 588，313 2，672，525 120，455 (532，42215 ) 
" (Z5 

44 657，192 385(85，51) 45 5〔8256J327)5 5，405 2，078.G90 115，816 (g2，58293 ) 

" (290) 

大正
687，391 3F〔597，9)04 5(9236，559) 日 56，091 2，601，487 117，185 (33，71915 ) JC 

" 
(304) 

2 72(出1，997〕5 40(05，68)115(723a3γ63〕41日2.444i2，613，7381 117，327 '188，92226 ) 

" 

明
拍
車
期
の
財
政
政
策

第
七
十
七
巻

1)歳出入，租耽(印紙位入を合む)は一般骨計(決算)<r.>み。 2)甲位世岡

民所得のみ百高閣，その他は千圃 2)租耽0 力ツコ内自主主宇は歳入鴨額に

封 ずる% 4)京消里輝君I報祉絹「明治大正財匹詳賢J，明治大正財肱且第十

一巻，山田雄三「日本国民所得推計資料」主現作成。

四

越
の
も
の
の
ほ
か
に
、
臨
時

事
件
公
債
二
億
闘
が
公
募

(
一
ニ
九
年
二
月
)
さ
れ
、

さ
ら

に
「
時
局
経
費
不
足
補
填
」

の
た
め
六
八
百
徐
高
闘
の
後

行
が
設
定
夫
一
れ
た
の
イ
あ
る
。

分 の増
治 増税
よ 税 tこ
v' 11 つ
新 非い
秘 〉常て
の特は
う M
ち~車敬
‘増手

前 徴中

者
は
戦
一
帯
中
に
閉
山
る
と
の
公

約
を
破
づ

τ、

九
年
度
設

算
に
沿
い
て
無
期
延
期
を
提

案
し
、
新
税
の
鵠
絞
と
と
も

に
承
認
を
得
た
。
第
二
去
に

工
れ
ば
、

三
九
・
四

0
年
度

k
b
い

τ、
軍
事
費
・
公
債

費
の
重
堅
、
間
接
常
費
税
・

j!f!' 
= 
鵠

ブL
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第二表(車位千回)

L11l軍事費|吋小山積 [ZFlTl管
明治 % 

30 11(0IC，7D5〉4 2(910503) 9 10.3 8(71，0E03) 5 (81，0002) 1 8〔7IC，537)2 (2IC，0コ9〕5 (410，壬01)6 
年度

36 を3，30G 8(81，8519) 5 38.2 4(6l』沼7〕3 1(72品177)8 633r (88，9244〕7 (7136C04) 9 
" (75) 

37 96，423 33，861 68.5 
6(01，691胡〕 2(23，8136) O 7(82C，C86) 4 1f4F，B8G7〕0 1〔ク2J8650〕2 

" (87) (115) 

38 15(31，2893) 0 5〈21，727C)3 80.4 8〔02，1427〕3 3(54，5785) 7 8(2O，1552) 1 豆(1、121718〉1(84J2758) 5 
" 
39 18(1コ，1O8B〉o 153，2404) 7 83.1 8(24，2e 3q) 8 4〔51，2825〕4 9(726，81E) 7 262，3δ489 ) 1(94，壬787)0 
" (5 

40 19(8l8F06) 8 176，9489〕8 80.8 8(9232E47) 4 5(6つ，2042)7 11〔日9，1273)5 2(718，20932 ) 2泊(4O62) 
" (5 

41 21339785) 6 17〔86，3934)8 78.8 8(52，2451〉2ミ 4(0500D6) 8 (出品 3(21513444 〕2(353，547) 4 
" (1 

42 17(71，6601) 6 15(552，268) 0 Gfi.l 8(25，2E6Q) 4 8(465，442) 4 13(3CL4E737) 2 3(21，58回印)〉2(55，6191) 2 
" 
4~ミ 185，5G6 17(518，E0Lq) 6 65.5 7(62，D2l3) 2 8(49，E984) 9 12(3934651) 0 S(L1571242 〉25，8735) 7 

" (168) (5 

11 206，133 148，0531) 0 63.7 7〔419，973)6 4〔86505])9 12(384191b) 9 B(41f6/5E9G 1 2(45，5579) 9 
" (186) (5 

大 E

2C(O1，8412) 5 14(428，949) 3 日1.7 7(民19896)5 6(883544E) 7 13(剖4，176)5 2(81J895384 ) 2(6538092) 2 フE

" 
2 19(217，248) 3 14(46，9問7)4 59.6 7〈419，678)6 7(39，1792〕2 14(03，7857) 1 8〔51，659991) 2〔672，309)3 
" 

四

回

1)東洋経沸新報正嫡「明治大正尉政詳覧J，明拍大正財政且第トー在よ D作曲。
2) ..，寄年度末未償還公債0うち軍事公債の占める比重。 3)一般曾計のみ
の間接消費税は調・ピール・響油・煙草・砂糖消費・組物消費・躍・右油
消費税ョ 5)軍事費は陸海軍省経費・情園事件費・陥軍費特別背計への燥入
金・徴兵費(内務省)の合計。

第
一
二
鵠

四
O 

所
得
税の

関
税
心

士官
徴
角J

震直

害
て
あ
る
。
さ
ら
に
閲
兵
所

得
中
に
占
め
る
経
費
・
租
税

の・
比公

主"債
も費
増 ・
カ日軍
し事
て公
い債
る残
。高

か
く
し

τ日
露
戦
争
の
遺

震
1
日
本
資
本
主
義
へ
の
財

重量警
政備重
策顕正霊
H 張は
財「を
政中丙
墜心画
張と寺
にす丙
よる閣

っ
て
加
重
さ
れ
、

そ
れ
は
具

健
的
に
は
主
税
・
公
債
の
則
前

積
な
る
形
態
を
と
る
。

己

Gコ

よ
う
な
韮
税
お
よ
び
公
債
の

目指積、

己
れ
を
い
か
に
す
べ

き
か
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は



こ
白
問
題
に
封
し
て
、
い
か
に
封
庭
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
へ
白
解
答
は
、
蛍
時
の
日
木
資
本
主
義
白
設
展
段
階
の
解
明
主
遁
じ
℃

た
さ
れ
る
。

註

(2) (1) 

租
税
は
三
(
U
年
目
七
・
七
%
よ
り
=
一
八
年
百
九
・
四
%
へ
、
公
債
残
高
は
三
三
%
よ
り
七
九
%
へ
晴
曲
。

乙
れ
に
よ
り
、
陸
軍
位
戦
前
一
三
個
師
平
時
人
員
一

4
高
よ
り
一
九
個
師
同
二
五
陪
人
へ
、
海
軍
は
輪
前
の
二
六
高
屯
よ
り
王

O
高
屯
へ
帯
大

ず
る
政
完
(
小
林
丑
=
一
郎
・
北
崎
地
「
明
治
式
正
財
政
出
入
」
ニ
七
回
頁
)
。

ω
石
油
消
費
枯
・
毛
織
物
消
費
税
(
=
一
七
年
)
、
相
続
柚
・
遡
行
精
・
砂
金
持
匠
地
税
(
三
八
年
)
。

川
何
間
擢
消
費
杭
は
#
作
業
資
本
主
義
段
階
で
も
酒
・
醤
油
・
煙
車
・
一
れ
油
等
求
罪
課
税
的
性
格
を
彊
〈
持
ち
、
と
の
貼
イ
ギ
u
y

ス
と
掛
象
的
。
し
か

も
そ
れ
は
一
一
一
0
年
代
相
期
に
地
租
を
抜
い
て
最
大
の
枯
収
を
示
L
、
牧
話
税
、
地
租
主
唱
と
も
に
賞
時
の
和
牝
の
主
柱
と
一
定
り
、
と
の
工
う
な
性

格
の
ま
ま
一
廿
岡
主
義
段
階
を
迎
え
る
。
所
得
枇
も
比
例
棋
で
は
な
〈
軽
度
の
累
治
位
を
も
ワ
。

一一「九・四一

υ年
度
に
お
い
て
夫
々
、
経
貨
は
一
七
お
上
世
二
一
%
(
=
一
八
年
一
六
%
、
租
税
は
一

O
品
工
び
一
一
%
、
公
債
費
は
豆
・
五
お
よ

び
六
%
(
三
八
年
二
%
)
、
軍
事
会
債
残
高
位
六
大
和
主
刊
日
大
=
一
%
(
=
一
八
年
豆
七
%
)
を
占
め
る
。

恒)

第
二
章

日
本
資
本
主
義
の
歴
史
的
位
置

第
三
表
は
資
本
の
集
中
集
積
が
高
度
に
達
し
て
い
た
己
と
を
示
す
。
た
と
え
ば
枇
敢
に
沿
い
て
一
，
%
に
漏
た
ぬ
資
本
金
五
百
高
園
以

上
の
舎
祉
が
、
綿
抑
込
資
本
金
の
三
九
%
以
上
を
占
め
る
に
樹
し
、
祉
政
六
九
%
以
上
を
占
め
る
一

O
高
国
未
満
の
舎
一
昨
は
、
僅
か
七

%
徐
を
支
配
す
る
に
す
ぎ
怠
い
。
同
じ
傾
向
は
、
使
用
持
働
者
数
別
に
み
た
第
四
表
に
お
い
て
も
明
か
で
あ
る
。
さ

b
に
各
産
業
別
に

み
れ
ば
、
紡
績
業
に
お
い
て
は
、
運
合
舎
加
盟
四
一
世
中
七
大
紡
出
、
運
碑
鍾
教
の
六
一
・
四
%
、
管
品
市
生
産
高
の
六
五
%
、
使
用
職

玉
数
の
六
三
・
八
d
p
を
占
め
ム
(
大
正
二
年
)
。
電
然
工
業
に
沿
い

τは
、
総
企
業
教
の
僅
か
三
労
の
出
力
一
高
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

合
祉
が
、
総
殻
電
力
の
七
六
必
を
支
配
す
る
に
封
し
、
企
業
数
の
八
九
%
白
出
力
一
千
今
ロ
ワ
ッ
以
下
の
舎
一
祉
は
、
僅
か
一

O
泌
を
古

明
袖
末
期
の
財
障
政
策

第
七
十
七
巻

四
ゴエ

第
三
銃

四



明
泊
末
期
の
財
政
政
策

め
る
に
す
ぎ
た
同
(
犬
E
元
年
)
。
製
紙
業
に
お
い
て
は
、

一-一
d
p
、
生
声
高
白
五
八
%
を
支
配
す
弘
(
同
同
年
)
。
製
権
業
に
ゐ
い
亡
は
、
藍
ぬ
(
=
井
)
・
明
治
の
雨
祉
が
芸
湾
建
情
額
の
三
五
%

を
占
め
か
(
四
四
年
)
。
ビ
ー
ル
に
お
い
て
は
大
日
本
ピ

1
ル
は
生
産
高
の
七
二
形
を
支
回
す
る
「
囚
四
年
)
。
製
扮
業
に
沿
い
て
は
日
本

コ

つ

り

・
日
清
雨
祉
が
生
産
高
の
凹
一
J
%
を
支
配
す
あ
(
四
四
年
)
O

モ
心
他
海
あ
・
石
油
・
一
右
茨
世
間
に
お
い
て
も
同
じ
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
己

白
よ
う
な
資
本
心
集
巾
集
積
は
謂
占
へ
と
稜
展
ナ
る
。
紡
積
識
に
お
け
る
大
日
本
紡
積
連
合
舎
(
明
治
一
王
年
設
立
、
一
一
三
年
生
産
カ
ル
テ

製
紙
誌
に
お
け
る
日
木
板
紙
共
同
版
費
問
(
凹
凹
年
結
成
の
生
産
制
限
・
債
格
協
定
必
ル
テ
ル
)
お
工
び
そ
れ
自
岡
田
柄
占
資

第
七
十
七
巻

二
回
大

記
子
(
三
井
)
・
富
士
の
雨
一
肢
は
梯
込
資
本
金
の
一
六
三
必
、
附
労
働
者
数
の
回

ル
唱
と
な
る
)
、

第一一一波

四

本
に
成
長
し
た
王
子
・
官
士
雨
祉
に
よ
る
共
同
洋
紙
合
資
曾
祉
の
ず
Y

ジ
ケ
|
ト
へ
心
登
展
(
凹
主
年
)
O

糖
裁
に
お
い
て
は
大
白
木
製

師
仙
・
塞
繍
同
製
糖
・
明
治

第三表

lA¥司剖ザlfl?
排一 致世 イ州問541印

込本聾金E来荷日l掛込主主ヰ金ミ44Y佑 7.24

五O高固 社段 加 7212判部16 到

阿

末浦 排込主主本金

12 政祉 叫4.101 4.461 4.14 

同ilizーβ1111訂 110.37 

加 4124.49! 23.47 )26.82 

5霊州問叫 0.81

同書国 紳込オ金入 一日ド8.71139.19主l資

1)京1'01豆漕新報世編「明拍大豆園

勢総覧J596頁。 2)株式曾枇のみ。

製
岬
惜
白
調
占
資
本
を
中

心
ー
す
る
吸
牧
が
進
行

L
、
人
造
肥
料
忙

b
h

て
は
、
三
井
物
産
の
提

唱
に
よ
る
共
同
販
費
合

紅
白
組
織

(
向
。
年
)

お
よ
び
人
遺
肥
料
連
合

合
の
結
成
(
回
O
年
、
生

帯
制
限
・
取
路
協
定
・
原



|¥¥鞘明世叫!大函平

|項目¥開川棚%

~I ヱ，， 1
人上以 1 場時_. 27 ，614 85.7 1 25，Z 8 82.6 

使 者数労働用 人|人

2霊山 o.32四 {.4

位持 | 
ヱ場I目 l| 働者致 76 ， 0， 4 9.5 1 87 87 7 9 -8 

入ヒ 場lil許ャ 1，460 4d 町l 1，503 5.7 

場f用ヱk 数捗働者 |j E 7 ， 9 5 7 1 2 2 | [20， 5SS 12.7 

l∞ェ
合上諺臥 i 9四 叫| 1，1応 3.6 

3量凶 04 制 O.'{

iJエ~Iじ者働壁一 167，096 209，124:3，652 25.7 

第四表第主表

Jhl::|山年lz

排一 行致 %l%lM1 勿

込主本金菱呆滴Q 自

47.7 ! 44.2 I 40.6 I 36.5 

本金資 9.91 7.71イu

庁|…高イ 21.3119.3114.0

三五 行致
5.1 I 6.1 1 6.8 1 7.8 

南。岡高。悶

本主金主

7.slペペ 6.4以上来滴

玉olE日 |ω|γ五 I9.6 
00  I--=-

高圏以上1来f固商i1; 手う市品じ

以 1長
3.9 1 5.1 d.7 1 7.0 0上

C 川一41ω9 
高回 I | Z資金ド

明
拍
末
期
の
尉
政
政
紫

第
七
十
七
巻

ニ
四
七

明治大E財政見第19谷677頁より

作成。

第
三
館

高稲範吉「明惜大正産業致蓮且」
565頁羽よび568-9頁。

囚



第
七
十
七
巻

料
共
同
購
入
)
が
あ
り
、
他
方
て
は
大
日
本
人
胞
を
中
心
と
す
る
合
同
が
進
行
す

L
o
製
麻
業
に
b
h
て
は
、
帝
園
製
肺
は
生
産
高
の

八
四
泌
を
支
配
し
、
製
品
川
業
に
お
け
る
日
本
製
粉
・
日
清
製
紛
と
同
じ
く
濁
占
企
業
で
あ
る
。
そ
の
他
ピ

l
ル
誌
に
ゐ
け
る
大
日
本
ピ

ー
ル
を
中
心
と
す
る
吸
牧
、
賓
旧
・
日
本
雨
一
角
油
と
一
フ
イ

d
y
グ
サ

y

b
よ
び
ス
グ

y

r

ド
と
の
闘
際
的
販
費
カ
ル
テ
ル
、
一
一
一
井
物

産
の
提
唱
に
よ
る
日
木
綿
布
総
出
組
合
の
結
成
合
一
一
九
年
。
と
れ
に
上
り
凹
四
年
頃
に
は
満
洲
よ
り
米
関
製
品
を
岡
越
)
等
が
み
ら
れ
る
c

明
泊
末
期
由
財
脱
政
策

囚
ノL

第一日一蹴

四
回

て
こ
れ
ら
の
産
業
は
、
職
後
に
治
け
る
企
業
勃
興
の
中
心
を
な
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
資
本
の
集
申
集
積
・
調
占
が
生
じ
て
居 さ

り
、
む
し
ろ
こ
白
集
中
集
積
・
濁
占
の
進
行
が
こ
れ
ら
の
産
業
を
し
て
戦
後
経
済
心
中
心
た
ら
し
め
た
と
い
え
よ
う
。

工
業
に
ム
お
け
る
春
一
本
の
集
中
集
積
に
針
隠
し
て
、
銀
行
の
そ
れ
が

進
展
す
る
。
第
主
表
は
銀
行
の
資
本
の
集
中
・
集
積
が
、
高
度
に
封

第大表(軍位千悶〕

¥j陸帆逼‘ンジケ

官¥'¥1)品行ニL急行=

抑込 391，7261 112，034 
資本金 I (28.6) 

122，日151 43.782 
川 35.8)

1.443，5111 5生1叩3
(37.5) 

530，416 
(31.7) 

18 
(0.8) 

1) 明治大正問勢飽盟， 主良行祖

信時340斑，野村間1苫編「枯式年

鑑大正8年度」ょワ作成。 2)
シンジケート担行については本

丈参照 的カツコ内の数字は

% 4)大lE2年末

1，670，868 

1，014 

積立金

金

出

数

預

貸

行

Y
Y
J
j
ケ
l
ト
加
盟
一
三
行
は
営
時
の
金
融
関
仲
を
指
導
し
た
大
銀
行
で
あ
る
。

と
普
通
銀
行
に
闘
す
る
第
六
表
に
よ
っ
て
も
朗
ら
か
て
あ
る
。
己
の

註
(2) (1) 

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
た
と
え
ば
行
教
の
七
%
を
占
め
る
安
本
金

百
高
回
以
上
の
銀
行
が
、
楓
費
本
金
の
六
一
ガ
を
支
配
す
る
に
劃
し
、

行
数
の
三
七
ガ
を
占
め
る
一

O
官
同
国
未
満
の
銀
行
は
、
僅
か
四
%
か
ι

支
因
す
る
に
す
ぎ
た
い
。
同
じ
傾
向
は
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
銀
行
(
後
出
)

大
阪
・
摂
津
・
大
阪
合
同
・
尼
崎
・
三
重
・
富
士
瓦
斯
・
鐙
紡
(
三
井
)
を
指
す
。

大
日
本
紡
績
聯
合
官
月
報
一
五
七
盤
。
な
お
同
年
に
お
け
る
金
問
錘
批
中
聯
合
官
は
、
丸
玉
川
知
を
支
配
し
て
い
た
(
明
治
工
業
且
機
械
常
一
二

九

頁

。

同

問

題

信

省

包

括

局

編

「

大

正

一

元

年

電

信

刑

事

業

要

覧

」

主

p

作
成



(叫(日，)(8) (6) (4) 

第

二

八

次

農

商

務

省

統

計

表

切

議

潤

製

糖

林

式

官

世

史

お

よ

び

明

治

製

糖

三

十

年

阜

大

日

本

市

営

泊

株

式

曾

社

三

十

年

見

的

帝

閣

通

信

社

「

日

本

産

業

史

下

」

囚

八

七

頁

日
本
郵
船
(
=
一
菱
)
・
大
阪
商
船
(
住
玄
)
雨
批
は
大
正
一
耳
年
、
総
屯
数
の
三
九
%
を
支
配
(
明
治
大

E
閣
勢
線
国
)

授
田
・
日
本
雨
石
袖
は
大
正
二
年
、
総
読
本
金
の
八
士
%
を
支
配
(
日
本
石
油
調
査
課
「
日
本
石
油
虫
」
)

三
井
・
三
菱
・
住
友
・
古
河
凹
財
閥
は
四
四
年
、
総
出
最
高
の
阻
八
%
を
支
配
(
「
明
拍
工
業
且
鏑
業
篇
」
附
表
上
り
作
成

)ω
大
日
本
製
精
は

大
阪
日
本
製
糖
(
四
O
年
)
・
大
里
製
糖
を
回
牧
(
京
洋
経
済
新
報
四
五
=
一
蹴
)
。
議
潤
製
糖
仕
大
東
製
糖
(
凶
O
年
)
・
藁
南
製
糖
回
二
年
)
・

神
戸
製
結
(
四
回
年
)
・
恰
記
製
糖
(
阿
王
年
)
を
取
牧
合
併
(
京
商
製
糖
株
式
合
枇
此
)
。
明
油
製
糖
は
繭
茸
製
精
(
四

O
年
)
・
維
新
製
糖

(
四
三
年
)
・
横
演
製
糖
(
凹
凶
年
)
・
中
央
製
糖
(
犬
二
年
)
を
肱
牧
合
併
(
「
明
油
製
糖
三
十
年
且
」
)
聞
大
日
本
人
胞
は
帝
闘
肥
料
布
告
よ
び

北
海
道
人
胞
(
同
一
年
)
・
構
津
製
油
株
式
官
仕
肥
料
部
(
四
二
年
)
・
=
一
九
年
に
日
本
硫
酸
を
暁
牧
し
た
大
阪
硫
曹
(
四
三
今
)
を
眼
牧
合
併

(
大
日
本
人
詮
肥
料
株
式
官
位
五
十
年
民
)

大
日
本
姿
泊
は
東
京
基
調
新
(
四
O
年
〕
大
物
機
械
製
品
噴
(
周
囲
年
)
を
質
収
(
大
日
本
妻
沼
株
式
官
位
三
十
年
虫
)
。

松
井
市
「
日
本
貿
易
論
」
一

O
一一頁。

G品。司
だ
が
こ
の
よ
う
な
工
業
・
銀
行
に
お
け
る
資
本
の
集
中
・
集
積
↓
濁
占
の
進
行
に
も
か
か
わ

b
ず
、
日
本
資
本
主
義
は
幾
多
の
矛
盾

を
門
位
し
て
い
た
u

ま
ず
第
一
一
は
、
消
費
財
生
薦
出
国
門
特
に
紡
織
業
心
墜
倒
的
優
位
に
比
し
、
生
産
手
段
生
産
部
門
が
劣
勢
な
こ
と
で

あ
る
(
第
七
表
)
。
こ
の
よ
う
な
生
産
手
段
生
芦
部
門
の
劣
位
は
、
的
機
械
工
業
が
綿
綜
紡
積
業
の
護
展
と
山
田
系
的
に
結
合
せ
ず
紡
績
機

械
は
ほ
と
ん
ど
英
閣
か
ら
の
恥
入
に
依
存
し
て
い
た
己
と
、

ω遁
般
・
車
柄
お
よ
び
電
無
機
械
を
含
む
原
動
機
類
の
製
造
が
闘
防
白
た

め
の
交
遁
業
の
保
護
に
よ
り
股
行
自
に
登
展
し
て
い
る
こ
と
、
ゆ
工
作
機
械

l
旋
盤
は
輸
入
に
ま
ち
、
努
カ
の
方
向
は
こ
の
機
械
装
置

と
結
合
す
べ
き
基
木
原
料
(
錨
・
石
決
)
の
確
保
に
向
け

b
れ
て
い
た
と
と
J

川
向
原
動
力
は
大
工
場

1
蒸
官
航
機
閥
、
小
工
場

1
電
動
機

と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
同
開
先
進
閣
に
比
し
餓
鎖
産
出
高
が
著
し
く
遅
れ
て
い
た
こ
と
等
に
あ
ら
わ
れ
る
。
要
す
る
に
資
本
蓄
積
の
低
位

明
世
末
期
の
財
政
政
策

第
七
十
七
巻

囚
プL

第
三
鵠

四
五



明
治
末
期
の
財
政
政
策

第
七
十
七
巷

五
O 

第
三
現

民
アて

性
、
こ
れ
で
あ
る
。
第
二
は
と
の
よ
う
な
低
位
の
費
?
不
蓄
積
す

b
も
、
日
本
資
本
主
義
自
憾
の
力
で
は
な
く
外
資
に
負
う
も
の
で
あ
っ
た

と
い
っ
て
も
週
一
一
一
日
で
は
な
い
と
い
う
己
と
で
あ
る
。
外
資
輸
入
高
は
大
正
元
年
に
は
=
一
六
年
白
九
・
五
倍
以
上
に
お
よ
ぶ
。
第
三
は
資

本
輪
出
の
性
格
て
あ
る
。
興
銀
は
外
資
輸
入
機
関
と
し
℃
活
躍
し
亡
い
る
が
、
そ
D
輸
入
W
資
中
(
=
一
五

1
四
五
年
)
、
四
回
M
P
は
潟
支
へ

正司誌mlぺJ竺?
煙量|叫 68lFdl丁-87，625 7.7 

zlFi121問ペ山十 28，234 2.5 

手
イエむ 堅議 I 48，4-9~' 6.G 77，883 7.5 I 81ρ山ハハGG 7.1 

政

生
5，243 0.5 

声

部
鰐 I71，4出 97lI p可

8，804 0.8 

錨山業 11問 14ヌ171四5加 922.8片山由1

小計 IS3L101叩 o1田1.4釘田 91叫 164拍行

l紡織業|即，42041.7 1脱臼8剖 9 1問問 47.4

消
島耕 1142.糊 19.4 1191日 118.5 1220，847山

費 何劫額

財
および 79，744 10.8 109.955 10.6 134，237 119 
撚糸

5.2 

l生 1i"1
芦同 ~.I """"" '"" I ，""n，̂ '"" |織物 I75，756 1口3I 155，246 15.0 I 1岨，608 12.4 

1同工封印 mlMM1
五E軒下，392 6.3 1即 市7 '71 78，780 

計|岨5却 955ο|悶 ρ2163.2 1673，4印刷

乍函 1∞|附，叫 1∞ 1!，l31，函lOo

1)東洋経済新報車土網「明拍大E圏勢総覧JJ;り作成。

2)明治42年， 大正3"f.f包おける岡部門の合計が 100%a::
超えるのは，四捨王入目結果である。

7.0 

58，360 

計

ノ]、

合



の
再
輪
出
が
目
的
て
あ
担
、
主
た
主
金
・
蛋
銀
・
鮮
銀
も
外
資
輸
出
機
関
と
し
て
活
躍
し
て
い
町
向
。
な
お
、
注
目
す
ベ
き
は
漏
織
の
設
立

で
あ
る
の
同
世
資
本
の
牛
額
は
政
府
出
資
で
あ
っ
て
、
残
り
中
額
を
鮮
銀
・
安
回
銀
行
・
住
友
銀
行
・
三
井
物
産
・
第
一
徴
兵
等
が
引

受
げ
て
い
る
の
か
く
て
資
本
輪
出
は
漏
韓
市
場
の
確
保
・
中
園
へ
白
進
出
を
目
的
と
ナ
る
大
陸
園
策
と
し
て
推
進
さ
れ
、
し
か
も
賓
本

蓄
積
の
低
位
性
に
よ
り
特
殊
銀
行
を
遁
ず
る
輸
入
外
資
の
再
輸
出
と
い
う
形
態
を
主
と
し
て
と

b
ざ
る
を
待
た
い
円
。
第
四
は
四
四
年
の

改
正
関
紛
が
、
工
業
に
謝
し
て
も
つ
意
味
て
あ
る
。
ま
ず
紡
積
業
に
射
し
て
は
、
締
糸
八

0
4甘
手
以
下
白
も
む
に
は
稔
債
一
割

己
れ
は
従
来
よ
り
二
分
の
引
上
て
あ
る
。

(
首
時

最
も
歩
〈
生
産
さ
れ
て
い
た
の
は
ニ

O
番
手
)

と
し
た
。

八
O
番
手
以
上
の
も
の
は
日
本
て

生
産
さ
れ
て
い
な
円
た
め
、
従
債
七
分
五
厘
と
低
く
定
め
、

L
h
o
つ
ぎ
に
糖
業
に
沿
い

τは
、
粗
糖
従
債
五
割
・
精
糖
従
債
六
割
白
図
定
税
率
を
定
め
、
い
か
な
る
場
合
に
も
協
定
税
率
を
認
め

な
い
と
し
た
。
遺
舶
設
に
h
u

い
て
は
、
舶
令
一

O
年
以
下
白
汽
舶
は
毎
屯
一
主
因
・
そ
の
他
の
汽
舶
は
毎
屯
一

O
国
・
汽
船
以
外
白
船

舶
は
従
債
一
凱
五
分
と
し
旬
。
化
同
学
工
則
前
・
機
械
工
葉
に
づ
い
て
も
同
じ
で
あ
り
、
そ
白
他
銭
・
綿

l
肺

l
毛
織
物
・
右
鹸
・
察
品
に

カ
グ
ン
糸
は
相
営
登
蓮
し
て
い
た
の
で
、

圏
定
従
債
一
二
割
を
措
置
さ
と

は
一
部
協
定
税
率
を
設
け
た
が
、
そ
れ
は
陸
奥
修
約
に
比
し
一
二
、
f
五
倍
に
引
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
改
王
関
税
は
ゴ
園

の
漬
本
に
向
ツ
て
、
他
園
の
資
本
に
封
抗
し
う
る
よ
う
に
そ
白
手
に
武
器
を
授
け
・
・
:
、
モ
白
資
本
の
力
士
他
園
?
《
れ
に
謝
L
J山
強

め
か
」
保
護
関
税
て
あ
ワ
て
、
決
し
て
カ
ル
ア
ル
闘
税
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
か
に
な
る
。
第
五
は
、
政
府
心
銀
行
合
同
促
進
策
に

も
か
か
わ
b
ず
、
合
同
消
滅
銀
行
数
(
=
一
九
年

t大
正
二
年
)
は
僅
か
ご
九
行
て
、
政
立
扶
態
に
あ
づ
た
と
と
で
あ
る
。

註
川
山

り
hqo 

型
的
稔
「
同
本
樹
械
工
業
の
基
礎
樽
誼
」
ニ
七
お
よ
び
三
凹
頁

ニ
丸
年
大
治
錨
保
有
・
四
二
年
本
議
制
設
立
(
山
田
直
大
郎
「
日
本
資
本
主
義
分
析
」
一
一
七
頁
)

大
正
三
年
工
場
使
用
樺
関
数
蒸
汽
楠
闘
大
三
一
六
区
動
機
一
七
一
囚
六
に
針
し
、
安
馬
力
は
蒸
汽
機
関
四
一
八
入
O
四
電
動
機
一
ニ
四
六
九
九
O

で
あ
ワ
た
。
(
高
橋
晶
吉
「
明
治
大
正
芦
業
設
謹
且
」
五
回
二
買
)

明
治
末
期
目
財
政
政
策

第
七
十
七
春

互王

第

5虎

回
ぺ二



明
惜
末
期
の
財
政
政
策

王

第一一一抽出

四ノ、

第
七
十
七
巻

大
正
二
年
、
米
間
六
二
九
七
高
屯
・
凋
謹
三
E
九
四
高
屯
・
偽
商
西
ニ
一
九
一
高
屯
・
英
国
一
六
二
五
高
屯
に
封

L
日
本
は
一
王
商
屯
(
山
田

前
掲
一
一
七
頁
)

興
組
斡
入
外
資
総
額
一
一
一
四
二
百
高
岡
(
東
洋
経
済
新
報
「
金
融
六
十
年
史
」
)

正
金
は
四
四
年
主
分
利
中
閏
錨
誼
公
債
一
千
高
固
を
引
受
け
、
大
正
二
主
ー
に
は
大
治
錨
山
確
保
の
た
め
一
五
百
高
闘
の
借
款
を
締
結
。
葉
銀
の

闘
県
し
た
針
支
借
款
は
、
明
治
三
八
年

t大
正
七
年
に
一
九
四
百
前
回
・
盤
三
百
寓
弗
h
z
d日
七

O
高
南
で
あ
っ
た
。
鮮
明
棋
の
韓
関
政
府
貸
上

金
位
四
三
年
八
月
末
、
八
五
人
高
岡
。
と
れ
b
の
養
生
の
長
〈
位
亦
預
金
部
が
供
給

L
て
い
る
(
信
夫
清
三
郎
「
大
正
世
間
見
」
第
一
巻
目
玉
頁
)
。

的
民
間
資
本
の
輪
山
刊
は
、
四

=ι
内
外
柿
株
式
合
祉
が
針
情
資
本
轍
出
を
行
っ
た
に
す
を
な
い

A

川
島
信
大
師
「
木
邦
通
商
政
策
保
約
見
概
論
」
)

附
そ
の
中
心
黙
は
偏
務
的
協
定
枕
車
を
慶
し
て
完
全
一
昨
双
務
的
協
定
k
し
た
こ
と
(
川
島
前
掲
三
五

O
頁
)

ωM阿
川
島
前
掲
三
六

O
お
よ
び
三
五
七
頁

川
州
遠
洋
航
海
従
事
の
大
型
船
は
、
遠
洋
航
海
補
助
法
に
主
る
荷
崩
金
が
あ
る
の
で
日
ヰ
製
を
使
用

D

近
海
航
路
従
事
お
よ
び
補
助
法
の
適
用
を
う

げ
な
い
附
舶
中
、
船
齢
一

O
年
以
下
の
耐
の
輸
入
長
抑
制
L
法
始
業
を
保
護
す
る
た
め
閥
税
、
胎
齢
一

O
年
以
上
の
船
の
輸
入
防
止
の
た
め
闘

枯
と
い
う
と
と
に
な
る
(
帝
関
連
信
社
前
掲
一
一
丸
頁
)

化
亭
工
業
中
、
耐
子
・
製
紙
・
ペ
イ
ン
ト
に
劃
し
て
同
じ
意
味
を
も
ワ
(
川
島
前
漏
三
七
九
宜
)

各
種
の
樹
械
に
弛
慎
二
割
を
課
す
る
一
方
、
紡
織
・
染
色
・
製
紙
・
製
糖
・
金
属
・
木
工
用
掛
械
は
輸
入
を
容
易
に
す
る
た
め
従
慎
一
割
五
分

(
川
島
前
掲
一
一
一
八

O
頁

)

凶

マ

ル

ク

ス

「

保

護

関

耽

に

ワ

い

て

」

(

改

造

世

版

全

集

第

三

巻

六

四

九

頁

)

三
九
年
融
行
合
併
法
、
三

C
・
四
四
・
四
五
年
合
同
促
挫
に
闘
す
る
描
牒
、
一
一
一
回
・
四
四
年
輯
行
の
資
本
金
規
制
(
金
融
研
究
曾
「
我
固
に
お

け
る
銀
行
合
同
の
大
勢
」
一

O
ニ

i
=一
頁
)

(4) (6) (5) ω(t司自由
か
く
し
て
一
方
に
お
け
る
姿
本
の
集
中
・
集
積

L
潤
占
と
、
他
方
に
お
け
る
モ
こ
に
内
包
さ
れ
る
矛
盾

l
弱
さ
、
日
本
安
本
主
義
の

内
包
す
る
こ
の
よ
う
た
矛
盾
現
象
、
己
れ
が
上
京
の
介
析
心
蹄
結
て
あ
る
。

れ
は
ま
だ
例
外
的
て
、
原
則
的
で
な
く
、
温
渡
的
現
象
の
坊
を
枕
」
せ
ず
、

「
こ
の
時
期
に
カ
ル
テ
ル
は
虞
汎
左
後
展
を
み
た
が
、
モ

「
カ
ル
テ
ル
は
会
経
済
生
活
の
基
礎
と
な
っ
」
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
営
時
の
日
本
安
本
主
義
は
猫
占
形
成
期

l
帝
国
主
義
へ
の
移
行
期
と
規
定
さ
れ
る
。
モ
の
指
標
は
、
瀦
銭
設
立
・
朝
鮮
併



合
・
中
間
へ
白
進
出
て
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
日
本
資
本
主
義
へ
の
歴
史
的
位
置
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
が
遼
行
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
栢
侠
っ
て
、
営
枠
叫
に
営

時
U

7
ル
ジ
ョ
ア
ジ
の
回
さ
と
と
も
に
弱
吉
と
な
づ
て
現
わ
れ
、
そ
れ
が
既
述
む
問
題
に
封
ず
る
プ
ル
ク
ョ

7
3
l
D
封
庭
の
仕
方

と
な
っ
て
支
映
す
る
。

第
三
章

プ

Y
ジ
ョ
ア
ヲ

l
の
動
向
と
財
政
政
策
の
特
換

明
治
三
九
年
早
く
も
出
津
柴
一
氏
(
第
一
強
行
頭
取
)
は
、

み
ず
し
て
之
を
撰
張
し
、
以
て
共
経
費
を
俄
に
膨
張
せ
し
む
る
の
政
策
は
切
に
之
官
避
け
ざ
る
ベ
か

b
ず
。
叉
公
債
整
国
に
於
て
も
努

め
て
除
々
に
之
を
行
う
」
べ
し
と
主
張
し
た
。
同
年
全
圏
商
業
合
議
所
連
合
昏
は
、
戦
後
の
念
務
は
「
我
が
財
政
全
整
止
し
て
、
以
て

「
軍
備
の
横
張
整
理
は
回
よ
り
そ
の
必
要
あ
る
べ
し
と
雌
も

圏
力
を
顧

直
接
に
政
府
歳
出
入
の
遁
順
を
期
」
す
る
に
あ
り
と
し
、
租
税
に
つ
い

τ
「
我
産
誌
の
殻
達
上
一
大
妨
因
を
な
す
を
説
明
め
得
た
る
も
の

に
封
し
て
は
、
政
府
に
於
て
産
業
の
衰
退
を
防
護
す
る
の
任
を
果
す
に
を
左

b
ざ
b
ん
己
と
を
切
墓
」
す
る
旨
の
建
議
を
お
こ
た
っ
た
。

こ
む
よ
う
な
一
五
見
が
無
視
し
て
西
国
寺
内
閣
は
、
軍
機
を
中
心
と
す
る
積
極
政
策

(
1噌
耽
・
公
債
の
累
積
)
を
推
進
す
る
。

四
一
年
度

珠
算
案
は
、
山
照
有
朋
・
松
方
正
義
・
井
上
馨
心
諸
元
老
と
内
関
心
問
に
紛
糾
を
生
じ
、
蔵
相
・
遁
相
が
た
め
に
酔
職
す
る
む
い
う
波

四
阿
り
の
も
、
議
曾
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
歳
計
は
前
年
度
と
大
差
な
く
軍
績
を
中
心
と
す
る
積
極
政
策
は
依
然
と
し
て
貫

徹
し
て
い
る
(
第
二
表
)
が
、
前
年
来
の
不
況
の
た
め
既
定
機
績
巽
の
繰
延
ベ
を
加
と
た
っ
た
。
だ
が
他
方
て
は
、
関
陣
剰
陰
金
一
ニ
三

百
高
国
を
回
二
年
度
に
繰
越
し
(
官
計
法
第
二
十
保
連
反
)
た
が

b
、
歳
入
維
持
の
た
め
酒
税
・
砂
糖
消
費
税
増
役
、

設
・
煙
車
の
引
上
を
お
こ
友
つ

τい
る
。

ζ

こ
に
沿
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
り
動
き
は
積
極
的
と
な
る
。
ま
ず
全
園
商
業
品
目
議
所
・
寅

右
油
消
費
税

ω
新

明
治
末
期
の
財
政
政
策

第
七
十
七
各

ヨ王

第
三
説

四
ブL



明
治
末
期
の
財
政
政
策

第
七
十
七
巻

一一五回

第一
-r拡

主王
O 

業
組
合
の
連
合
大
舎
が
、
政
府
の
反
射
を
押
し
き
っ
て
開
催
さ
れ
(
一
一
月
)
、
「
こ
の
際
さ
ら
に
新
枕
を
起
し
て
増
税
を
す
る
な
ど
は
、

産
業
を
害
す
る
も
の
と
認
め
仇
」
と
し
て
増
税
賛
成
者
は
代
議
士
に
岬
由
来
せ
ず
と
決
議
し
た
。
だ
が
換
算
案
は
衆
議
院
を
無
修
正
て
誼

過
し
た
u

そ
こ
で
臨
時
金
園
商
業
曾
議
所
連
合
舎
は
、
珠
算
案

ω曾
計
法
違
反
・
増
税
の
不
合
理
主
っ
き
、
「
我
篤
政
者
は
民
間
事
業

の
興
隆
を
阻
害
す
る
を
意
と
せ
ず
」
と
き
め
つ
け
た
の
ち
、
「
我
が
歳
計
を
し
て
、
か
え
心
如
く
温
度
の
膨
張
を
京
き
し
め
る
た
め
最

大
事
悶
は
、
専
ら
闘
防
軍
備
の
充
買
に
多
大
の
費
力
を
傾
注
し
た
る
の
一
事
に
在
り
」
と
述
べ
、
「
偏
武
的
財
政
計
重
」
の
矯
正
を
要

求
し
た
(
二
用
)
。
プ
ル
タ
ョ
ア
ジ
ー
は
問
題
の
核
心
を
街
い

h
o
だ
が
珠
算
案
は
衆
貴
一
雨
院
を
無
修
正
ゼ
遁
過
し
、
税
制
整
理

l
軍
機

財
政
の
醇
換
を
要
求
す
る
「
商
工
業
者
」
の
運
動
は
失
敗
し
た
。
し
か
し
政
府
に
劃
す
る
底
力
は
別
の
方
か

b
き
た
。
積
極
政
策
口
増

税
と
公
債
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
前
年
来
の
不
景
気
の
た
め
内
債
募
集
は
不
叶
能
と
左
り
(
三
九
年
度
分
末
募
集
岳
債
王
一
百
高
)
、

外
債
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
恐
慌
(
四
C
年一

O
月
)
白
た
め
困
難
イ
あ
っ
た
。
し
か
も
四
一
年
度
強
算
案
は
公
債
支
地
師
事
業
多
く
、
そ
の
う

え
四
二
年
度
以
降
毎
年
四

l
五
千
高
国
の
歳
入
不
足
が
生
ず
る
改
定
て
、
こ
れ
も
結
局
公
債
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
た
い
。
こ
の
よ
う
た

赦
勢
と
累
積
の
た
め
、
特
別
五
分
利
公
債
(
三
九
年
瑳
行
)
の
市
債
は
、

-
八
八
困
(
凹
0
4
)

・
八
四
国
(
四
一
年
)

と
な
り
、
円
七
の
他
帝
国
五
分
利
公
債
・
整
理
公
債
・
軍
事
公
債
・
海
軍
公
債
等
す
べ
て
軒
並
に
低
落
し
も
こ
れ
ら
の
公
債
中
、
東
京
・
大

阪
銀
行
集
合
所
組
合
銀
行
は
一
一
-
一
%
(
叫
O
年
末
・
四
一
年
七
丸
山
を
所
有
し
て
い
た
。

九
一
国
(
同
年
)

大
関
債
所
有
者
H
U
前
記
三
行
主
中
心
と
す

る
銀
行
の
利
片
品
は
脅
ギ
か
さ
れ
る
。
彼
等
に
あ
っ
て
も
問
題
の
木
質
は
、
説
調
停
氏
の
よ
う
に
(
此
述
)
、
あ
あ
い
は
志
司
鈎
次
郎
氏
(
住

友
担
行
支
配
人
)
が
「
民
備
の
一
日
も
忽
が
寸
に
す
る
能
は
ず
る
は
、
鈴
茸
之
を
認
む
る
に
決
し
て
人
後
に
落
ち
一
ず
と
雄
、
、
一
時

E
稿

、
、
、
、
、
、
、
、
μ

の
要
求
に
係
る
も
の
は
之
を
漸
次
数
年
に
繰
延
。
へ
、
兵
備
を
し
て
園
富
と
共
に
並
立
の
勢
を
形
成
吐
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
そ
の
核
心
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
。
と
の
よ
う
た
認
識
の
上
に
立
づ
て
、
積
極
政
策

l
輩
横
財
政
聴
換
の
要
求
が
生
じ
、



そ
れ
は
公
債
整
理
と
い
う
形
を
と
り
、

そ
の

J

貨
現
へ
の
行
動
と
た
っ
て
あ
b
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
「
予
は
壁
川
・
早
川
・
園
田
・
底

具
さ
に
公
債
整
理
の
急
務
な
る

(
六
郎
)
の
一
諸
氏
、
f
一
共
に
十
二
月
一
一
十
八
日
(
囚
O
年

l
員
藤
)
問
園
寺
侯
を
駿
河
藍
の
病
床
K
訪
い
、

所
以
を
進
言
」

(
桂
岨
伴
氏
)
し
た
。

こ
こ
で
問
題
へ
の
プ
ル
ジ
ョ

7
3
ー
の
封
露
の
仕
方
を
要
約
す
れ
ば
、
資
本
蓄
積
白
低
位
性
、
し
た
が
っ
て
モ
心
高
度
化
の
必
要
性
、

こ
白
認
識
が
基
礎
と
な
っ
て
、
そ
れ
を
匹
害
ナ
る
積
極
政
策

1
軍
拡
財
政
の
特
換
を
要
求
す
る
。
そ
の
場
合
帝
国
、
主
義
的
軍
撰
政
策
に

基
本
的
に
は
反
封
せ
ず
、
先
ず
資
本
蒋
積
白
推
進
を
第
一
義
と
し
そ
れ
に
遁
合
し
た
軍
備
充
賢
を
要
求
す
る
。
こ
こ
ま
で
は
農
業
l
商

業
資
本
家
・
銀
れ
資
本
家
に
共
通
て
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
帝
図
主
義
移
行
期
の
資
本
蓄
積
り
低
位
制
に
規
定
さ
れ
る
。
た
だ
、
前
者

は
特
換
を
税
制
整
理
心
形
て
、
後
者
は
公
債
整
理
D
形
亡
要
求
す
る
貼
が
異
な
る
。
と
こ
で
考
察
す
べ
き
は
、
前
年
来
の
不
況
と
財
政

政
策
穂
換
の
要
求
と
の
関
係
て
あ
る
。
不
況
が
こ
む
よ
う
た
要
求
の
基
本
的
原
因
で
あ
っ
た
白
て
は
な
〈
、
そ
れ
は
既
述
の
よ
う
に
帝

園
主
義
移
動
期
の
資
本
蓄
積
の
低
位
性
に
求
め
ら

J

る
べ
き
で
あ
っ
て
、
不
況
は
こ
の
よ
う
な
基
因
の
重
要
性
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ

ヲ
亡
認
識
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
も
の
と
者
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
都
洋
氏
等
の
進
一
百
は
西
国
寺
内
閣
白
容
れ
る
所
と
な

b
ず
、
四
一
年
度
財
政
は
積
極
財
政
に
よ
っ

τ貰
ぬ
か
れ
た
o

同
年
(
阻

月
)
大
阪
に
お
い
て
会
開
手
形
交
捕
状
所
蓮
合
曾
が
開
催
さ
れ
、
「
此
際
財
界
白
不
振
を
救
済
す
る
白
策
は
公
債
の
増
加
を
抑
制
す
る
と

共
ポ
其
償
還
を
蓮
に
し
、
且
つ
市
債
の
回
復
を
園
る
を
も
っ
て
最
も
念
務
と
認
め
し
公
債
調
査
委
員
曾
白
設
置
が
提
案
さ
れ
、
承
認
を

得
亡
、

ω現
在
の
一
減
債
基
金
の
外
増
税
に
よ

b
ず
に
更
に
園
債
を
整
理
す
る
こ
と
、
例
今
後
償
分
圏
債
白
新
規
登
行
を
行
め
な
い
こ
と
、

例
現
在
の
未
募
集
公
債
白
明
菜
、

ω償
還
方
法
、

ω償
還
の
時
期
心
五
項
を
基
礎
と
す
る
調
査
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
づ
た
。
と
れ
と

同
じ
頃
他
方
て
は
、

「
鰻
曾
L

(
県
立
の
有
力
観
行
家
の
組
職
)
の
脅
ム
口
、
か
開
か
れ
、
園
庫
債
雰
の
償
還
に
よ
る
金
融
界
臼
救
済
を
要
請

明
治
末
期
の
則
政
政
策

第
七
十
七
巻

一五討

第
三
盟

五



明
治
末
期
市
財
政
政
策

第
七
十
七
春

一
五
六

第

lJj言

五

し
た
。

政
府
は
合
計
四
回
二
五
百
高
岡
白
割
引
償
還
を
行
っ
た
(
一
一
一
月

t
七
月
)
が
、

他
方
て
は
二
二
百
官
同
国
の
同
債
努
の
新
規
強
行

を
行
っ
て
い
る
(
一
一
一
月
)
た
め
放
済
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

つ
い

r銀
行
資
本
家
白
助
き
は
倒
閑
運
動
へ
と
後
展
す
る
。
す
な
わ
ち
彼

等
は
「
西
園
寺
内
閣
沼
目
し
て
到
底
金
融
界
自
困
難
を
救
消
す
る
能
力
な
き
も
の
と
錯
し
、
元
若
井
上
替
及
ぴ
松
方
五
義
に
訴
え
所
謂

尻
を
突
ワ
き
し
な
り
L
o

そ
こ
で
井
上
替
は
財
政
方
針
に
闘
し
、

ω第
一
回
関
庫
債
務
の
償
還
・
凹

0
年
度
未
募
集
公
債
は
闘
庫
剰
余
金

に
よ
り
支
排
し
得
る
に
仕
工
、
四
一
年
度
の
公
債
務
、
行
む
見
込
あ
り
や
、
例
四
二
年
度
以
降
毎
年
蛮
行
強
定
む
四

t
五
千
高
閣
の
公
債

宝
び
五
憶
に
上
る
鈎
遺
公
債
白
交
付
を
如
何
に
す
る
か
、
同
盟
主
訟
の
繰
粍
へ
を
断
行
す
べ
さ
て
は
な
い
か
等
の
詰
問
を
首
相
・
閤
僚

に
呈
し
た
。
つ
い
て
と
れ
を
基
礎
と
し
て
松
方
・
井
上
雨
一
冗
老
は
、

ω園
庫
債
務
償
還
の
速
か
た
る
質
泊
、
川
州
新
公
債
蛮
行
不
可
、
川
判

事
業
の
繰
延
・
中
止
の
断
桁
、
川
明
鎖
諮
問
制
立
曾
計
む
質
施
等
主
り
な
る
六
項
目
の
扶
案
士
内
閤
に
呈
し
た
。
が
ん
ら
い
松
方
・
井
上
は
、

四
一
年
度
珠
算
の
積
極
的
性
格
に
不
満
士
感
じ
て
い
た
川
円
で
あ
る
が
、
彼
等
心
詰
問
・
提
案
白
内
容
は
、
銀
行
資
木
出
家
の
財
政
政
策
蒋

挽
1
公
債
整
理
要
求
の
ほ
と
ん
ど
完
全
な
反
映
て
あ
る
。
こ
こ
に
西
閣
寺
内
閣
は
瓦
鮮
す
る
(
四
一
年
七
月
)

O

「
途
に
金
融
は
政
治
に
影

響
し
た
h
L
o

だ
が
そ
れ
は
、
日
山
劉
主
義
心
落
日
肘
l
元
若
心
袖
に
す
が
っ
て
で
あ
る
o

か
く
て
西
閣
寺
内
閣
は
、
積
極
政
策
l
軍
瞳
畑
中
心
の
膨
脹
財
政
の
た
め
、
資
本
者
積
り
低
枕
性
に
規
定
さ
れ
て
、
財
政
政
策
の
縛
換

1
耽
制
整
理
士
要
求
す
る
建
設

1
商
業
資
本
家
と
、
財
政
政
策
の
特
換

l
公
債
整
理
主
要
求
す
る
銀
行
資
本
家
と
白
反
撃
に
逢
い
、
後

者
が
元
老
白
カ
を
借
り
る
に
至
つ
亡
瓦
解
す
る
o

己
己
に
濁
占
形
成
期

1
帝
国
主
義
移
行
期
の
プ
ル
ジ
コ
ア
ジ

l
心
強
さ
と
溺
さ
と
の

表
現
を
み
る
べ
き
で
あ
る
。

註
'(3) (1) 

銀
行
通
信
曲
二
回
=
一
蹴

ω
財
政
経
湾
二
十
五
年
詰
第
同
巻
五

1
一一一一頁

プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
こ
の
よ
う
な
窓
見
位
、
二
三
議
官
に
お
い
て
河
野
原
中
・
島
田
三
郎
・
尾
崎
行
雄
隼
の
滑
輿
官
に
担
い
て
反
映
す
る



(4} 

こ
の
珠
算
に
闘
し
J
Z
老
は
難
色
を
一
訂
し
た
が
、
漸
く
そ
の
承
認
を
得
た
。
し
か
る
に
そ
の
後
鑑
誼
纏
綬
事
業
に
闘
し
、
湿
潤
山
脇
主
蔵
相
坂
谷

の
意
見
陀
相
謹
を
生
じ
、
結
局
逓
相
の
主
張
語
り
漁
算
を
修
正
し
た
。
と
れ
が
一
元
老
の
怒
m
y
を
買
い
開
相
は
酔
職
(
瀧
樺
直
七
前
掲
九

C
七
貰
)
。

酒
税
一
石
三
固
・
砂
糖
前
説
枕
百
斤
一
回

i
ニ
・
五
回
靖
轡
、
石
油
消
費
税
一
石
一
回
新
設
、
煙
草
定
偵
一
-
一
債
引
上
(
鈴
木
敬
義
嗣
一
一
官
同
歳

計
常
革
且
」
一
-
周

O
瓦
)

信
夫
荷
三
郎
前
拙
一

O
九

瓦

的

束

帯

経

済

新

報

四

四

一

一

揖

・

四

凹

ニ

境

同
ピ
と
と
は
全
国
商
業
合
議
所
曾
鼠
中
野
武
野
氏
の
意
見
に
つ
い
て
も
一
再
え
る
(
京
詐
相
済
新
報
四
三
八
蹴
・
同
四
国
旗
参
照
)
。
ニ
四
議
官

で
は
猫
興
曾
の
早
謹
盤
爾
が
ζ

の
意
見
を
反
映
す
る
。

東
洋
経
開
新
報
酔
「
明
治
大
正
岡
勢
総
覧
」
一
ニ
ニ
ニ

t
三
頁
。

担
行
通
信
時
二
六
七
・
二
六
八
・
ニ
七
四
・
ニ
七
五
時
断
。
内
債
の
み
。
紐
合
担
行
自
そ
れ
は
「
有
償
鐙
勢
」
で
あ
る
か

ιと
の
数
字
は
酒
大
で

あ
む
が
、
阻
ぼ
ζ

れ

に

近

い

主

考

え

る

。

川

阿

東

詐

紹

桝

新

報

=

一

六

八

説

融
行
通
信
仰
韓
=
一
一
一
蹴

京
京
電
気
舗
道
事
務
位

L

々
木
恨
思
郎
氏
は
「
免
措
力
の
放
民
ま
で
課
税
す
る
の
悶
誌
の
存
立
上
符
拍
車
と
す
る
や
、
及
刊
日
軍
備
の
如
き
借
金
に
依

頼
し
、
或
は
税
源
を
渦
渇
し
て
ま
で
も
な
お
損
張
す
る
の
要
あ

p
h
T
否
や
」
と
連
べ
て
い
る
-
東
洋
純
済
新
報
一
-
一
七
九
焼
)

委
員
昨
忙
位
協
揮
・
製
川
・
拙
回
民
彬
・
池
田
諸
問
=
了
古
立
錨
女
郎
・
町
田
忠
治
撃
の
有
力
融
行
家
が
合
ま
れ
て
い
た
(
融
行
祖
信
録
ニ
七
阿
股
)

三
菱
銀
行
部
長
豊
川
良
平
氏
の
言
(
強
行
泊
信
艦
一
ニ

O
一
披
)

以
上
は
瀧
博
前
掲
九
O
七

t
八
頁
に
よ
る
。

(5) (8) (6) (10) (9) (同防1
 

1
 
(
 

。唱。骨

瀧
津
前
調
丸
O
七
頁

瀧
津
前
掲
丸
O
丸
頁
。

M: 在骨

古
て
会
闘
手
形
交
換
所
連
合
舎
の
公
債
調
曾
査
委
員
舎
は
既
謹
白
誇
項
目
に
つ
き
調
査
の
結
果
、
「

ω公
債
財
源
に
よ
る
新
計
重
は
之
を

見
合
わ
す
己
と
、

ω官
時
間
業
を
披
張
し
又
は
新
に
計
霊
す
る
た
め
に
公
債
を
後
行
せ
ぎ
る
と
と
、
川
明
既
に
帝
閣
議
品
聞
の
協
讃
を
経
た
る

会
債
財
源
に
依
る
経
貨
は
政
費
hr
節
約
し
て
之
に
充
て
公
債
を
強
行
せ
さ
る
こ
と
、
川
何
未
募
集
会
債
は
之
を
切
棄
つ
る
こ
と
、
川
相
増
税

に
依

b
ず
し
て
財
政
の
詐
す
限
り
公
債
の
償
還
を
行
う
こ
と
、
但
し
実
額
は
毎
年
六
千
寓
闘
を
下
ら
ざ
る
も
の
と
し
現
貨
に
之
を
償
還

明
拍
末
期
の
財
政
肱
策

第
七
十
七
巻

王

」

五
七

第

M 



明
治
末
期
の
財
政
政
策

策
じ
十
七
巻

玉:ノ、

第

器

五
四

ず
る
己
と
、
紛
今
後
数
年
間
に
償
還
期
限
の
到
来
す
べ
き
公
債
は
逐
次
拍
畿
に
よ
り
之
を
償
法
す
る
こ
と
、
例
閣
僚
の
整
理
を
監
視
せ

し
む
る
た
め
特
別
の
機
関
を
設
く
る
ζ

と
」
よ
り
成
る
成
案
を
得
(
八
月
三
日
)
、
こ
れ
を
漣
ム
口
曾
心
建
議
案
と
し
て
、
第
二
女
桂
新
内

閣
に
呈
し
た
(
同
一
四
日
)
。
同
月
(
二
八
日
)
、
政
府
は

ω財
政
な
工
ぴ
経
済
上
白
必
要
と
事
業
の
進
行
と
の
調
和
を
困
る
た
め
機
績
事

業
の
繰
延
べ
年
度
割
心
改
定
を
賢
施
す
る
、

ω従
来
の
公
債
を
財
源
と
す
る
費
途
は
抗
日
遁
財
源
の
支
曲
折
に
移
ナ
、
制
財
政
計
萱
に
自
然

増
牧
を
見
込
ま
な
い
、

ω四
二
年
度
以
降
毎
年
度
の
公
債
償
還
高
は
五
千
高
固
を
も
っ
て
最
小
限
度
と
す
る
、
国
w
餓
道
を
濁
平
合
計
と

す
ら
と
い
う
新
財
政
計
叢
を
強
表
し
た
。
さ
ら
に
会
図
手
形
交
換
問
連
合
台
数
親
曾
の
席
上
、
桂
朱
任
賊
相
は
前
記
諸
鮪
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
「
此
際
新
公
債
の
強
行
は
勉
め
て
之
を
避
く
h
」
と
非
募
債
主
義
を
表
明
し
た
u

か
く
し
て
桂
内
閣
は
銀
行
資
木
家
の
財

政
政
策
の
勝
換

1
公
債
整
理
要
求
の
「
殆
ん
ど
全
部
を
受
容
作
」
、
財
政
と
経
済
心
調
和
を
目
的
と
す
る
財
政
整
理
H
非
募
債
主
義
・
公

債
整
理
を
最
大
白
政
綱
と
し
て
掲
げ
た
ロ
財
政
政
策
は
こ
こ
に
轄
換
す
る
。

四
二
年
度
議
算
案
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
未
募
集
会
債
は
全
部
打
切
り
、
新
規
公
債
の
強
行
は
「
特
別
の
性
質
を
有
ナ
る
蓋
理
事
業
公

債
以
外
」
、
電
話
・
製
銭
事
業
費
を
含
め
す
べ

τ
一
般
歳
入
の
支
鮮
に
移
し
て
非
募
貸
主
義
を
質
行
し
た
。
吉

b
に
闘
債
整
理
基
金
繰
入

額
は
一
八
千
飴
高
固
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
五

O
八
O
高
国
主
元
金
の
償
法
に
充
て
、
女
年
度
以
降
元
金
償
還
に
よ
る
支
抑
利
子
の
減

少
額
も
償
還
資
金
に
充

τる
旨
宣
明
し
、
こ
こ
に
公
債
整
理
は
そ
心
絡
に
つ
く
。
他
方
陸
海
軍
備
を
始
め
と
す
る
趨
続
事
業
は
一
一
年

間
繰
延
べ
て
年
割
額
を
縮
少
し
、
繰
延
総
額
は
一
七
千
除
高
聞
に
お
よ
ん
だ
。
銭
道
は
樹
立
曾
計
を
設
置
し
、
そ
の
建
設
改
良
資
金
は

鎖
道
集
金
の
ほ
か
、
頭
金
部
・
貨
幣
整
理
資
金
よ
り
の
借
入
金
に
よ
る
こ
と
と
し

h
。
か
く
し
て
一
般
舎
計
歳
出
入
・
軍
事
費
・
公
債

費
は
、
い
ず
れ
も
相
営
の
減
少
を
示
し
た
(
静

7
ニ
表
)
が
、
他
方
間
接
消
費
税
・
所
得
税
・
営
業
税
の
合
計
は
前
年
度
よ
り
も
増
加
し

て
い
る
(
第
二
表
)

O

績
く
四
以
一
年
度
致
算
に
つ
い
て
位
、
全
国
手
形
交
換
所
組
合
銀
行
連
合
舎
懇
親
台
(
四
一
ア
年
丸
月
)
の
席
上
、
蔵
相



は
前
昼
仁
度
来
白
財
政
方
針
を
維
持
し
つ
つ
税
制
整
理
・
公
債
償
還
金
額
の
増
加
・
官
吏
白
増
俸
を
賀
行
す
る
旨
言
明
し
た
。
す
在
わ
ち
議

算
案
に
よ
れ
ば
税
、
制
整
理
に
よ
る
減
牧
一
干
高
闘
で
あ
る
が
、
盟
専
責
・
遁
行
税
・
織
物
税
消
費
税
の
全
陵
、
仏
両
業
税
・
所
得
税
の
完

全
遁
賀
社
改
正
案
の
次
期
議
曾
へ
の
提
出
、
税
制
整
理
の
結
果
生
ず
る
歳
入
不
足
は
歳
出
削
減
に
よ
っ
て
均
衡
を
困
る
こ
と
等
を
要
求

し
た
杢
関
商
業
合
議
所
蓬
合
合
心
建
議
築
(
凹
二
年
二
月
)
は
、
ほ
と
ん
ど
、
無
視
さ
れ
、
所
得
税
を
除
く
非
常
特
別
税
法
に
よ
る
諸

説
が
、
盟
問
明
税
法
に
よ
る
樹
立
税
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
事
官
蔵
相
自
身
「
必
ず
し
も
租
税
の
軽
減
を
目
的
と
し
た
る
も
の
に
あ

b

ず
」
と
述
べ
て
い
る
主
う
に
、
主
要
税
中
田
畑
地
租
・
皆
業
税
・
砂
脳
消
費
税
・
鍍
業
税
が
僅
少
の
税
諮
減
と
た
っ
た
ほ
か
は
、
所
得

税
・
非
常
特
別
税
法
に
工
る
所
得
税
・
遁
行
税
・
洞
進
税
・
酒
精
及
酒
精
治
有
飲
料
税
・
姿
、
酒
税
・
醤
泊
税
・
砂
鎖
直
税
・
登
録
税
・

印
紙
税
・
石
油
消
費
税
の
税
率
は
据
置
、
取
引
所
税
は
A

速
に
増
加
し
て
い
ふ
。
か
く
し
て
産
業
U
商
業
費
木
出
家
の
税
制
整
理
要
求
は
桂

内
閣
に
主
っ
て
、
も
ほ
と
ん
ど
願
み
ら
れ
な
い
。
他
方
図
債
整
理
基
金
繰
入
額
は
一
九
千
絵
高
岡
、
そ
の
う
ち
一
元
金
償
設
費
金
は
六

O
八

O
高
岡
ゼ
前
年
度
よ
り
一
千
寓
閑
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
己
れ
は
前
年
唐
歳
計
剰
鈴
金
・
前
年
度
償
還
園
債
利
子
の
償
建
資
金
へ
の

繰
入
れ
に
工
る
も
の
イ
あ
る
o

そ
の
机
皇
宮
費
む
増
加
・
官
公
吏
の
噌
俸
・
下
十
卒
の
増
給
・
「
軍
備
充
賢
」
既
定
機
償
費
の
年
割
額

ω増
加
等
に
よ
り
歳
刊
は
増
加
し
た
が
、
ス
宝
山
閣
と
し
て
は
前
年
来
の
財
政
方
針
が
維
持
さ
れ
た
と
い
え
る
(
第
一
表
)
O

さ
パ
、
布
の
よ
う
な
未
募
集
公
債
心
打
切
・
非
募
債
主
義
は
公
債
白
累
積
を
止
め
、
内
閣
成
立
以
来
四
三
年
一
月
ま
ぞ
の
一

O
八

百
高
固
に
お
よ
ぶ
園
債
償
還
の
賀
行
は
閉
債
債
格
を
漸
次
騰
貴
せ
し
め
た
(
第
八
表
)
。
己
れ
を
利
用
し
て
餓
道
貿
牧
公
債
宋
交
付
分
四

O
八
宵
高
闘
を
交
付
し
た
(
回
二
年
三

t
七
月
)
が
、
会
債
債
格
は
依
然
騰
貴
し
懐
け
作
。
他
方
、
四
一
年
(
五
毘

)
t回
二
年
(
一

O
月
)

に
一
九
二
再
徐
南
国

rお
よ
ぶ
外
資
が
導
入
さ
れ
た
が
、
大
日
本
製
糖
・
藤
本
ピ
ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
東
洋
汽
帥
閉
そ
白
他
の
一
破
綻
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
景
気
は
ま
だ
好
縛
し
た
い
。
か
く
て
金
融
は
緩
慢
と
も
仏
り
、
金
利
は
低
落
し
(
第
九
表
)
、
白
銀
金
利
は
四
二
年
(
五
月
・
八
月
)

明
拍
末
期
の
財
政
政
策

第
七
十
七
巻

一
五
九

第

号車

五
五



明
拍
末
期
の
財
政
政
策

第八衰(公債市債及び金利〕

えて~j 雲zlzz1Flz副主事[詔
41年月 間8 四2 回 79目0 詰問
7 Jl 1 80.3 1 80.31 80.8 1 79.0 1 2.67 1 2.63 

" 12月 86.1 86.1 85.0 85.0 2.65 2.48 

412年月
86.6 86日 85.3 85.3 2.6コ 2.38 

" 2月 88.31 88.3 87.0 87.0 2.53 2.25 

" 7月 90.9 90.9 91.1 91.0 2.3e 1.95 

" 8月 92.7 92.7 93.2 98.0 i 2.28 1.92 

" 12月 95.9 95.7 9G只 97.0 2.17 1.90 

43年
1月 97.0 97.0 97.7 。7.8 2.07 1.80 

" 2月 100.1 Joo.J 101.2 100.1 2.04 1.73 

1)芭取引最低償措

2)東洋純習時事帰457--51G:!r;虎，明治大正岡雪量純覧

第
七
十
七
巻

第
=
一
按

五
六

ー」ノ、
O 

四
三
年
(
一
月
)
各
々
二
厘
引
下
げ
ら
れ
た
。

か
く
し

四
一
年
(
七
月
)

年
に
入
っ
て
迭
に
額
面
を
越
え
た
。
も
っ
と
も
公
債

て
公
債
債
格
は
、

の
八

O
岡
上
り
四

告Ij税償
度予E 格
等除心

の・ w，%
一会貴
連債は
の取右
政言|心
策税事
のの情
究目霊 D

施止ほ
陀，，)・か
も会、
負債合
う額債

と jjjj *'1 
と捨子
に+呆白
注債月「
意格得

す
べ
き
て
あ
る
o

己
の
よ
ろ
な
公
債
債
格
の
騰
貴
に
よ

担
、
政
府
は
五
分
利
益
債
の
四
分
利
へ
の
借
換
を
決
意

し
、
日
銀
・
正
金
・
興
銀
の
=
-
行
為
よ
ぴ
一
二
井
・
三
菱
・
佐

友
・
安
田
・
第
了
十
五
・
第
百
・
第
三
・
=
」
十
四
・
鴻
他
・
北

演
・
浪
速
・
山
口
の
一
一
一
千
大
銀
行
の
代
表
者
を
招
致
し
て

四
分
利
公
債
一
候
閣
の
遊
行
詮
議
し
、
銀
行
側
の
意
向

を
取
入
れ
て
、
取
扱
手
数
料
百
分
の
一
・
現
金
権
募
上
り
も
公
用
公
債
に
優
先
権
を
奥
え
る
等
の
僚
件
を
決
定
し
た
。
と
こ
に
方
一
六

行
を
も
つ
で
公
債
引
受
シ
ン
ジ
ケ
一
ト
が
形
成
吉
れ
、
第
一
四
四
分
利
借
換
公
債
の
護
行
は
二
月
(
四
三
年
)
護
表
さ
れ
た
。

続
い
て

三
月
第
一
一
回
四
介
利
一
公
債
一
億
閣
の
僧
換
強
行
を
稜
表
し
た
。
こ
の
前
後
二
回
の
借
換
後
、
五
分
利
内
債
中
償
議
期
限
の
経
過
し
た
も

十
第
三
回
四
分
利
公
債
に
よ
っ
て
借
抑
え
ん
と
し
た
が
、

の
は
在
お
一
一
八
三
百
高
国
あ
り
、
こ
の
中
政
府
裏
吾
首
公
債
の
海
外
流
出
介
九
三
百
高
闘
は
ほ
と
ん
ど
英
闘
に
あ
り
、
残

p
一
九
千
飴
高
国

シ
ン
ジ
ク
l
ト
は
そ
の
引
受
を
桓
施
し
た
。
止
む
な
く
政
府
は
四
分
利
英
貨



公
債
一
一
百
高
礁
を
募
集
(
五
月
)

し
て
前
者
を
借
換
へ
、
四
分
利
俳
貨
公
債
四
五
千
高
法
の
募
集
・
公
債
整
理
基
金
中
の
償
還
資
金

に
よ
っ
て
後
者
を
償
還
し
た
。
己
こ
で
問
題
に
在
る
の
は
、
第
三
国
借
換
に
治
い
て
シ
y

d
ケ

l
ト
が
引
受
を
桓
否
し
た
理
由
て
あ
る
。

そ
れ
は
常
時
の
賢
情
よ
り
し
て
四
介
利
が
無
理
で
あ
っ
た
こ
と
に
闘
す
る
。
四
三
年
一
二
一
月
、
五
分
利
整
理
公
債
の
利
廻
り
は
五
分

で
あ
っ
た
が
、
己
の

Z
う
な
低
利
廻
り
l
A
K債
債
格
の
騰
貴
て
さ
え
も
既
述
の
公
債
償
還
そ
の
他
の
政
策
に
よ
っ
て
質
現
し
得
た
人
矯

的
な
も
白
で
あ
っ
て
、
株
式
利
廻
り
は
四
三
年
一
月
五
・
九
今

γ

日
銀
金
利
は
五
・
一
分
で
あ
っ
た
。
か
く
て
金
利
五
分
以
上
と
い
う

の
が
営
時
の
賀
情
ゼ
あ
る
。
四
分
利
公
債
の
拍
車
行
債
格
は
九
豆
固
で
あ
っ
た
か

b
、
そ
む
利
姐
り
は
四
・
二
分
と
な
る
が
、
政
府
白
テ

コ
入
れ
が
行
わ
れ
ぬ
限
り
そ
の
低
落
は
菟
れ
た
い
。
す
な
わ
ち
四
分
利
公
債
の
市
債
は
、
最
高
九
O
困
・
テ
コ
入
れ

l
非
募
債
主
義
・

会
債
償
還
の
哨
慣
行
お
よ
び
必
要
沼
態
じ
て
の
買
入
が
怠
け
れ
ば
八
。
国
藍
に
低
落
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
し
か
る
に
銭
道
建
設
資

金
を
預
金
部
に
仰
く
こ
と
心
無
酷
か
ら
非
募
債
主
義
の
崩
壊
が
既
に
議
見
古
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
た
こ
と
は
銀
行
費
沖
家
が
既
に
桂

内
閣
白
会
債
整
理
に
危
快
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
一
閉
す
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
借
換
よ

U
も
償
還
を
欲
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
白
で
あ
る
。

間同 (8)但)(5) (3)詰
現
行
活
信
鋒
ニ

t
回

読

伺

東

洋

紹

済

新

報

「

金

融

六

十

年

克

」

四

七

七

頁

財
政
問
酔
二
十
王
年
詰
部
大
巻
九
頁
川
判
手
形
交
換
所
聯
骨
骨
長
豊
川
且
平
氏
の
菅
川
(
「
担
行
週
信
鍛
」
=
一
一
一
一
軒
)

四
0
・
凹
一
年
度
合
計
七
一
1

百
余
高
固
(
「
東
洋
組
問
新
報
」
王
ニ
四
抗
)

以
上
は
議
相
の
理
算
演
説
(
鈴
木
前
掲
二
一

O
二

i
E頁
)

的

財

政

経

済

ニ

十

王

年

龍

第

六

巻

一

王

頁

鈴
木
前
掲
一
二
七

O
頁

倒

東

洋

経

済

新

報

国

七

七

皆

財
政
経
樺
二
十
五
年
誌
第
六
春
一
八
頁

ω
主
税
局
第
三
十
五
・
=
一
十
六
回
統
計
年
報
告
書

課

行

祖

信

輯

主

り

計

算

倒

瀧

理

前

掲

九

二

七

頁

明
拍
末
期
の
財
成
政
策

第
七
ヤ
七
巻

ムノ、

第

宣車

五
七



明
泊
末
期
白
財
政
政
策

第
七
十
七
省

六

第一一一揖

主
J、

「
政
府
に
納
む
べ
き
保
詩
人
間
そ
O

他
の
擢
保
に
充
用
す
る
閏
伎
の
債
格
は
そ
の
債
権
金
閣
に
主
る
」
(
四
一
年
一
一
月
、
従
取
は
時
償
O

八
掛
)
@

合
債
別
子
所
得
枯
克
陪
は
刊
二
年
四
月
(
明
治
大
E
財
政
旦
第
一
一
春
五
六
=
了
五
五
九
買
)
。

担
問
行
通
信
鍛
よ
D
計

算

削

公

債

を

強

行

す

れ

ば

主

分

。

預

金

部

利

子

は

六

分

で

あ

る

。

柏
市
三
回
借
換
の
際
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
側
は
「
現
金
償
謂
を
原
則
と
し
四
分
利
公
債
の
引
換
は
例
外
在
告
す
こ
と
を
要
求
(
瀧
浬
前
掲
九
四
一
三
且
)
.

プ
ル
グ
ョ
ァ
。
ー
の
危
倶
は
事
究
と
な
っ
た
。
四
四
年
度
改
算
案
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
公
債
一
万
金
償
還
資
金
五
千
高
岡
を
繰
入
れ
た
が
、

(1剖(17) (1司

他
面
て
は
列
関
心
大
勝
亘
泊
、
主
義
に
肌
聞
が
み
八
八
艦
隊
の
建
設
を
目
指
し
て
海
軍
既
定
機
績
費
に
八
二
百
高
岡
を
温
加

す
る
こ
と
と
な
り
、
軍
事
費
は
膨
隈
す
る
(
第
二
表
)
O

さ
b
に
製
一
銭
所
横
張
(
四
ヶ
年
間
)
に
千
二
百
高
闘
を
投
じ
、
餓
道
幹
線
の
庚
執

改
法
・
新
線
建
設
・
餌
便
鎖
遣
の
建
設
の
た
め
綴
績
事
業
品
質
三
億
二
千
高
固
を
要
指
し
、
モ
の
資
金
は
預
金
部
等
よ
り
の
借
入
の
ほ
か
、

発
行
限
度
お
よ
び
年
内
償
還
の
規
定
の
な
い
短
期
銀
法
融
癌
設
朱
に
よ
る
と
と
と
し
た
。
こ
の
他
柄
民
地
(
朝
鮮
)
経
皆
費
に
一
二
百

銭
高
国
を
投
じ
た
。
か
く
し
て
歳
出
は
増
加
を
続
け
る
(
第
一
表
)
。
非
寡
債
主
義
は
そ
の
一
角
に
お
い
て
破
綻
し
、
帥
量
の
建
設

l
改

良
・
軍
識
を
中
心
と
す
る
嶋
崎
績
費
白
増
加
は
、
公
債
の
増
笈
を
議
見
さ
せ
る
も
心
で
あ
り
、
他
田
租
税
比
増
徴
さ
れ
た
(
第
一
衰
)
。
内

閣
は
凶
五
年
度
改
算
編
成
に
沿
い
て
つ
い
に
桂
冠
(
八
月
)
し
た
。
か
く
し
て
桂
内
閲
に
よ
る
財
政
政
策
の
蒋
挽
の
木
賞
は
、
銀
行
資

ハ
ヶ
年
間

査
涼
の
要
求

lA公
債
整
理
の
資
現
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
温
言
て
は
た
い
。

桂
内
閣
に
代
っ
た
第
三
次
西
国
寺
内
閣
は
、
賊
相
に
日
銀
の
山
本
達
雄
氏
を
迎
え
た
。
内
閣
最
大
の
問
題
は
、
財
政
の
膨
張
主
避
け

る
た
め
二
個
師
園
増
設
・
海
軍
機
張
を
抑
制
す
る
に
あ
っ
た
。
東
京
銀
行
集
合
所
・
手
形
交
怖
世
間
・
銀
行
倶
架
部
の
三
岡
岡
田
は
蔵
相
招

待
舎
を
開
き
、
そ
の
席
上
抗
四
伴
氏
は
減
債
続
行
の
必
要
を
設
さ
「
高
し
さ
は
軍
備
機
張
の
た
め
此
減
債
の
方
法
ま
で
も
援
更
」
さ
れ

る
と
の
設
が
あ
る
が
、
「
軍
備
の
横
張
が
笠
に
民
力
に
大
害
を
奥
え
か
と
恐
れ
る
た
ら
ば
力
を
極
め
て
防
禦
せ
ね
ば
な
b
向
」
と
堵
へ

た
。
銀
行
資
杢
出
家
の
動
向
は
以
前
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
漉
禅
氏
は
元
老
井
上
を
設
さ
、
井
上
と
銀
行
資
本
家
と
の
協
議
が
ゐ
ζ



モ
れ
は
資
本
蓄
積
に
比
し
て
の
陸
海
軍
の
過
大
を
読
き
、

ω悶
債
償
還
心
続
行
、
川
凶
行
政
整
理
の
賀
行
、
ゆ
税
制
を
整
理
し
負
捲
白
公
正
を
固
る
己
と
等
主
要
求
し
わ
。
こ
り
主
う
な
銀
行
資
本

家
の
支
持
主
背
景
と
し
て
山
本
蔵
相
は
、
海
軍
の
要
求
を
大
削
減
し
、
モ
の
究
施
は
陸
軍
の
一
一
個
師
圏
増
設
問
題
と
と
も
に
明
年
度
に

な
わ
れ
、
井
上
・
協
調
伴
は
覚
書
(
時
津
・
錠
田
孝
起
草
)
を
内
閣
に
呈
し
た
。

考
慮
す
る
こ
と
に
し
て
官
面
の
軍
横
問
題
を
庭
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
四
丘
年
度
珠
算
案
に
よ
れ
ば
、
園
債
償
還
資
金
五
子
高
闘
を

繰
入
れ
た
ほ
か
、
銭
道
改
良
費
四
一
干
高
閣
は
短
期
鋭
道
置
雰
の
稜
行
に
侠
ち
、
庚
軌
改
遣
は
無
期
延
期
と
し
た
。
モ
の
他
電
話
横
張
費

六
白
国
国
主
計
上
し
、
海
軍
に
は
二
百
飴
高
国
主
既
定
補
充
費
に
温
加
し
た
に
す
ぎ
ず
(
軍
事
費
は
第
二
表
に
示
す
よ
う
に
減
少
し
て
い
る
)
、

一
五
百
高
閣
の
会
債
強
行
・
新

1
追
加
縫
紋
費
三
百
飴
高
闘
が
計
上
さ
れ
た
が
、
前
内
閣
市
部
の
財
政
方
針
が
踏
襲
さ
れ
た
と
h
え
色
。

事
賞
、
内
閣
は
行
政
整
理
に
よ
る
政
費
の
節
減
・
税
制
整
理
の
寅
現
金
期
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
臨
時
制
度
整
理
局
を
設
け
、
懸
案
の

軍
旗
問
題
は
そ
の
結
果
を
ま
つ
こ
と
と
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
全
閣
商
業
人
智
議
所
建
合
曾
は
「
偏
武
的
政
策
」
を
改
め
税
制
整
理

を
賀
行
す
べ
き
旨
の
建
議
案
を
提
向
す
る
(
元
年
一

O
月
)
が
、
山
本
蔵
相
は
抽
出
算
審
議
の
際
明
年
度
比
沿
い
て
所
得
税
・
瞥
業
税
・
取

引
所
税
お
よ
び
同
盟
専
買
の
減
税
的
整
理
を
行
う
旨
言
明
し
た
。
産
業

l
商
業
資
木
家
の
裂
求
は
、
己
こ
に
初
め
て
笠
現
の
絡
に
つ
く
。

か
く
し
て
四
四
年
度
改
算
に
治
い
て
再
び
軍
績
を
中
心
と

L
て
膨
張
し
よ
う
と
し
た
財
政
は
、
己
こ
で
抑
制
さ
れ
る
。
だ
が
問
題
は
陸

軍
二
個
師
固
増
設
よ
り
生
じ
た
。
陸
軍
は
制
度
整
理
割
官
額
七
百
高
固
に
封
し
僅
か
二
百
南
国
弱
の
整
理
を
し
た
に
す
ぎ
ず
、
モ
の
う

え
六
ヶ
年
総
慎
一
一
一
百
高
固
に
お
ど
ぷ
一
一
個
阿
国
増
設
案
全
提
出
し
た
。
一
元
老
松
方
・
井
上
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
行
政
整
理
の
賀
行

を
目
指
す
内
閣
の
方
針
を
支
持
し
た
が
、
上
原
陸
相
は
増
設
案
の
賀
現
を
強
硬
に
誼
っ
た
。
そ
れ
は
伎
の
背
後
民
陸
軍
の
大
御
所
H
H
元

老
山
鯨
有
朋
が
あ
り
、
増
師
案
も
彼
の
承
認
を
得
て
い
た
か

b
で
あ
る
。
閣
議
は
遂
に
増
師
笑
を
桓
否
し
た
。
陸
相
は
惟
握
上
奏

1
車

濁
辞
職
を
決
行
し
、
内
閣
は
責
を
負
っ
て
一
冗
年
一
二
月
総
辞
職
し
た
。
か
く
て
資
本
蓄
積
の
低
位
性
の
ゆ
え
に
、
軍
横
中
止
・
公
債

l

唄
治
末
期
の
財
祉
政
紫

第
七
十
七
巻

一一六一-一

第

披

主主

ブじ



明
泊
末
期
の
財
政
改
筑

第
七
十
七
巻

二
六
回

第

邑E

九
G

税
制
整
理
の
買
現
を
期
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
白
要
求
は
、
元
老
・
軍
部
の
絶
封
主
義
勢
力
の
前
に
敢
た
く
も
没
え
去
ろ
う
と
ナ
る

U

註

ω
以
ム
は
蔵
相
換
算
演
説
。
政
府
と
政
友
官
の
妥
協
忙
よ
り
広
軌
改
詮
は
中
止
(
齢
本
前
掲
一
三
回
八
頁
以
下
)

向
三
丸
年
陸
軍
は
第
一
期
計
萱
伺
と
し
て
四
個
師
岡
棺
設
を
提
案

L
、
ニ
何
師
は
質
現
し
、
残
り
は
防
相
官
部
に
ま
?
と

k
r
し
た
。
陸
軍
は
朝
鮮
併
合

を
名
正
し
て
こ
こ
に
残
り
ニ
個
師
の
格
設
を
要
求
す
る
に
亘
っ
た
の
で
あ
る
。

財
政
椴
酔
二
十
丘
年
誌
第
大
巻
七
ニ

C
頁

的

信

夫

前

掲

一

二

九

頁

最
初
三
五
千
両
国
七
年
計
査
で
あ
っ
た
も
の
を
九
千
寓
四
立
年
計
量
む
と
し
た
(
京
洋
経
沸
新
報
正
八

O
蹄
)

財
政
経
評
二
十
牛
誌
第
四
巷
五

O
頁

山
附
腕
は
陸
軍
を
握
っ
て
い
た
ほ
か
、
大
浦
品
市
武
・
閏
健
治
郎
・
消
澗
盗
吾
轄
の
山
脈
系
が
貴
族
院
の
中
心
努
力
を
な
し
て
い
た
こ
主
主
り
し
て

も
そ
の
勢
力
は
粗
大
で
あ
っ
た
(
信
夫
前
掲
第
四
巻
一

O
三
O
頁
)

(7) (6)恒)(3)

結

てA

資
本
蓄
積
を
阻
害
す
る
軍
携
を
中
心
と
す
る
積
極
財
政
の
阻
止
l
公
債
・
税
制
の
整
理
、
ブ
ル
J
j

司
ア
ジ
ー

の
こ
の
要
求
が
、
第
二
衣
桂
内
悶
に
よ
る
財
政
政
策
の
特
換
b
zび
第
ご
次
西
国
寺
内
閣
に
よ
る
そ
の
踏
襲
の
基
本
的
動
因
て
あ
る
が
、

(
色
〈
に
強
行
資
本
家
)

モ
の
質
現
は
結
局
絶
針
主
義
の
落
昇
l
元
老
の
力
を
借
り
た
け
れ
ば
な
b
な
か
っ
た
。
己
己
に
営
時
白
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
強
さ
と
と

も
に
そ
の
弱
さ
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
亭
資
本
の
要
求
は
、
基
本
的
に
は
日
本
資
本
主
義
の
帝
園
主
議
移
行
期
に
お
け
る
矛
盾

1
資

本
蓄
積
の
低
位
性
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
モ
の
性
格
は
決
し
て
遅
ま
き
の
「
安
債
な
政
府
」
の
質
現
を
目
指
し
た
も

の
で
は
た
h
。
廃
史
は
さ

b
に
進
展
す
る
。

λ

(

つ
や
己
白
要
求
を
刊
は
害
す
る
も
の
と
し
て
元
老
・
軍
部
の
絶
針
主
義
勢
力
が
吃
立
す
る
。

元
老
は
難
産
心
の
ち
第
三
次
桂
内
閣
を
生
み
落
し
た
。
こ
こ
に
お
W
て
、
受
詞
祉
の
ブ
ル
ク
ョ

7

3
ー
に
よ
っ
て
資
金
的
に
援
助
さ
れ
、

閥
族
政
治
の
打
倒
を
叫
ぶ
第
一
回
憲
政
擁
護
運
動
は
滋
拝
と
じ
て
湧
さ
起
っ
た
。
か
く
し
て
大
五
時
代
は
シ
ユ
}
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・

F

ラ
ン
ク
の
う
ち
に
そ
の
怒
明
を
迎
え
る
。
そ
れ
は
帝
国
主
義
移
行
期
の
日
本
資
本
主
義
の
苦
悶
の
姿
て
あ
る
。


